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第１章 計画の方針 

 

 

１ 背景と目的 

 

近年、人口減少や少子高齢化の進行、既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの

変化などに伴い、全国的に空家等が増加しています。空家等の中には適切な管理が行わ

れず、環境、安全、防犯の面で地域住民へ影響を及ぼしているものもあり、今後空家等

の数が増加すれば、問題が一層深刻化することが懸念されます。 

そのため国は、「空家等対策推進に関する特別措置法（以下」という。）を制定公布（平

成２６年１１月２７日）し、各市町村が空家等対策を取り組むための法整備を行いまし

た。 

本町においても、法の内容を含めた取組を行っていく体制を整え、今までそれぞれの

担当課で行っていた空家等対策について、横断的な連絡体制としました。 

平成２８年７月には法に則り、「広尾町空家等対策協議会（以下「協議会」という。） 」

を設置しました。 

これらの実績をふまえ、地域の安全確保と生活環境の保全を図り、併せて空家等の活

用を促進すること目的して、このたび、「広尾町空家等対策計画（以下「計画」という。）」

を策定しました。 

 

 

 

２ 計画の公表 

 

計画策定時、又は計画を変更したときは、町広報、ホームページ等により公表します。 

 

 

 

３ 計画期間 

 

計画の期間は令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

ただし 、社会環境や町内情勢の変化等により見直しが必要になった場合は、適宜見

直しを行います。 

 

 

 

１ 



４ 基本方針 

 

人口減少や高齢化によって、空家等が増加しています。また、所有者又は管理者（以

下「所有者等」という。）の高齢化や所有者等が不明な空家等の増加によって、管理さ

れないまま放置されている空家等が増加し、町の景観や安全の低下など様々な問題を

引き起こしています。 

利用されなくなった空家等は所有者等により維持管理されるのが基本ですが、崩壊

のおそれある危険な空家等は地域住民の生活に影響を与える恐れがあるため、法に則

った手続きにより解決を図ります。 

空家等の実態調査を基に、協議会において除却や適正管理など必要な事項を判断し

地域住民の生命、身体又は財産を保護するともに、その生活環境の保全を図り、併せて

空家等の地域資源としての活用を促進します。 

 

 

 

５ 対象とする空家等の種類 

 

計画の対象とする空家等の種類は、法第２条１項で規定する「空家等」、同条第２項

で規定する「特定空家等」とします。 

 

 

※「空家等」（法第２条１項） 

建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他使用がなされないことが常態

であるもの及びそ敷地（立木その他土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又

は地方公共団体が所有し、管理するものを除く。 

 

※「特定空家等」（法第２条２項） 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛

生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景

観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適

切である状態にあると認められる空き家等をいう。 

 

 

 

 

 

 

２ 



６ 対象地域 

 

本町の空き家は、市街地だけではなく、郊外部においても広く分布しており、管理不

良な空家も散在しています。また、今後高齢化とともに、町の全域で空家の増加が予想

されることから、継続的な空家対策を行う必要性が認められます。 

このような現状から、本町における空家等に関する対策の対象とする地域は、町内全

域とします。 

また、今後特定空家等が集中的に発生する地域が生じた場合は、重点的に対応を進め

る地区を設けることを検討します。 

 

 

 

７ 計画の位置づけ 

 

   本計画は、法第６条第１項に規定する「空家等対策計画」として位置付けることとし、

法第５条に規定する国の基本指針に即して策定する計画です。 

   また、北海道の「空き家等対策に関する取組方針」との整合を図るものとします。 

 

 

 

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法（国） 

・空き家等に関する施策の基本的指針（国） 

・北海道空き家等対策に関する取組方針 
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第２章 広尾町の現状 

 

１ 人口、世帯数、住宅形態 

 

（１）総人口と年齢３区分別人口 

  国勢調査における広尾町の総人口は減少傾向にあり、令和２年の人口は６，３８７人と

なっています。 

  年齢３区分人口では、１５歳未満の年少人口と１５歳から６４歳までの生産年齢人口

がそれぞれ減少傾向である一方で、６５歳以上の老年人口は増加を続けており、令和２年

には２，５１８人、高齢化率３９．４％となっています。 

 

 

出典：総務省統計局 国勢調査  

 

４ 



（２）平均世帯数と世帯規模の推移 

  広尾町の世帯数と世帯規模（世帯人員）は減少傾向にあります。 

 

 
出典：総務省統計局 国勢調査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 



（３）世帯の内訳 

 ６５歳以上の親族のいる一般世帯数は、令和２年には１，５９８世帯で増加傾向にあり

ます。逆に６５歳以上の親族のいない一般世帯は減少傾向にあります。 

 

 

出典：総務省統計局 国勢調査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 



（４）６５歳以上の親族のいる一般世帯の内訳 

  ６５歳以上の親族のいる世帯は、高齢単身世帯（６５歳以上の単身世帯）と高齢夫婦世

帯（夫婦とも６５歳以上の世帯）が大きく増加傾向にあります。その他の高齢世帯（高齢

者及び高齢者以外で構成される世帯）は減少傾向にあります。 

 

 

出典：総務省統計局 国勢調査  

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 



（５）高齢者世帯の住宅所有形態 

  高齢者世帯の住宅所有形態のうち、将来的に空き家等になる可能性のある高齢夫婦世

帯と高齢単身世帯で持ち家に居住している世帯数は７７９世帯となっています。 

 

 

出典：総務省統計局 国勢調査  
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第３章 空家等の対策 

 

１ 空家等の調査 

 

空家等の調査は平成２７年度に町内会を通じて実施した「空き家状況確認調査」の情報

をデータベースとして更新していく方法で進めていきます。調査の対象となる空家等に

ついては 、「概ね年間を通して使用実績がないもの」が基本となります。 

調査の方法は、町民からの通報、相談や、町内会からの情報提供を基に、現地調査を行

います。 

また、空家等の所有者等については、法及び個人情報保護法の規定を遵守しながら、継

続的に調査を行っていきます。 

●空き家状況確認調査 町内空き家数 

 音調津・美幌・フンベ区域 広尾市街区域 野塚・豊似区域 合 計 

平成２７年度 ２９件 １０３件 １４件 １４６件 

令和２年度 ２６件 １５６件 ３５件 ２１７件 

 

 

① 町内会に調査依頼 

 

 

 

② 所有者等の確認 

 

 

  

    ③ データベースの作成 

 

 

 

④ 現地調査 

 

 

 

⑤ データベース情報の更新 

 

データベース情報に基づき数年おきに 

各町内会に対して、空き家の増減等に 

ついて「現況確認調査」依頼。 

「空き家状況確認調査」の情報をデー

タベース化。 

町内会を通じて「空き家状況確認調査」 

を実施する。 

データベース情報を基に、必要に応じ 

て現地調査。 

「空き家状況確認調査」の情報を精査、 

所有者等の確認。 

９ 



２ 空家等の適切な管理促進・発生防止 

 

空家等の適切な管理は所有者等が、所有者等が死亡している場合はその相続人が行う

のが原則です。そこで、所有者等の適切な管理を促すために町や国などの空家等対策施策

の情報を提供し、支援していきます。 

また、所有者等への空家等のリスクに関する意識啓発を目的とした情報提供に努め、今

後、危険な空家等の発生予防策を推進します。 

 

 

３ 空家等の利活用及び跡地（解体後）の利活用の促進 

 

空家等及びその跡地利活用についての町の施策としては、空き家バンクへの情報掲載

等により、民間よる賃貸譲渡を促進していく方向で進めていきます。 

また、北海道が開設している「空き家情報バンク」については、登録に向けて対応して

いきます。 

 

 

４ 特定空家等に対する認定及び措置ついて 

 

（１）特定空家等の認定基準 

認定基準については、国が示した「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図

るために必要な指針（ガイドライン）（以下「ガイドライン」という。）に基づいて行うこ

ととし、本町の地域特性についても十分勘案するものとします。 

 

（２）特定空家等の調査 

建築物等の現状把握と周辺の生活環境の保全に必要な措置を検討するために立入調査

をする場合があります。立入調査をする際はガイドラインに基づき実施します。 

 

（３）特定空家等の認定及び措置 

特定空家等に認定した場合、法に基づく指導を行い、所有者等による問題の是正、管理

を促します。 

 特定空家等の認定については「広尾町空家等対策協議会」において協議したうえで判断

するものとし、特定空家等と認定された所有者等に対しては、助言・指導、勧告、命令、

行政代執行の措置を行います。それぞれの手続きについては、ガイドラインに基づき実施

していきます。 

 

 

１０ 



第４章 計画を進めるための体制 

 

１ 空家等に関する相談体制 

 

空家等に関する総合相談窓口は環境衛生担当とします。 

相談を受けた場合は、相談内容を環境衛生担当係で整理し、その内容によって担当する

課へ連絡、連携して対応にあたります。 

 

 

２ 空家等に関する対策の実施体制 

 

空家にかかわる問題は多岐にわたるため、空家対策の実施にあたっては庁内関係部署

が連携した体制とします。 

また、町長ほか、町内関係団体の代表で構成する空家等対策協議会において計画の作

成・変更、特定空家に係る判断、空家等施策にかかる方向性について協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・空家等対策計画の作成、変更に関すること 

     ・空家の利活用、適正管理に関すること 

     ・特定空家等に関すること 

・その他空家対策に関すること   等 

 

 

１１ 

環境衛生担当 

担当窓口・衛生に関する事項 

庁 内 体 制 

建築担当 

建築物に関する事項 

連 携 

企画担当 

空き家バンクに関する事項 

固定資産担当 

空家等の所有者情報に関する事項 

広尾町空家等対策協議会 



第５章 その他空家等に関する対策の実施に関すること 

 

１ 広尾町空き家対策総合支援事業補助金 

 

空き家の増加により地域の安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題が懸念

されていることから、危険な空き家の解体の促進を図るため、不良住宅にあたる空き家の

解体費用の一部を助成します。 

 

 

２ 空家等に関する支援策 

 

法の施行に伴い、空家等対策について国及び道は市町村に対して支援を行うこととな

っており、今後の支援策について情報を入手しながら積極的に活用していきます。  

 

 

３ 空家等対策の目標 

 

今後の調査により、空家等の中から管理が不十分な空き家（特定を含む）数も明らかに

なっていくことから、必要に応じてそれらの空家等を減少させる目標を定めていきます。 

 

 

１２ 


